
 

居住支援法人連絡会の趣旨について 

 

１．背景 

 現在，宮城県では不動産や福祉分野の１４法人が居住支援法人の指定を受けています

が，それぞれの法人で支援エリア・支援内容が異なっています。まず，居住支援法人そ

れぞれの活動（支援）内容について，情報交換・情報共有を図ることが重要であり，そ

の上で，住宅確保要配慮者に対して，希望するエリアで必要な支援を提供できるよう連

携を図ることが求められています。 

２．目的 

居住支援法人で構成される「居住支援法人連絡会」を設置し，居住支援法人が連携す

ることにより，県内全域において必要な居住支援の普及促進を図るものです。 

３．主な取組イメージ 

県内全域において必要な居住支援の普及促進を図るための取り組みイメージについ

ては，下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門分野の知識 
・不動産の知識 
・福祉の知識 

市町村や支援団体向け研修支援 

活動しやすい環境整備（手続き簡素化等） 

協力団体の共有 

住宅確保要配慮者の 
ニーズ把握 

居住支援知識の向上 

支援体制の強化 

ケース会議 

実務者研修 

相談窓口の設置 

協力不動産や大家 

居住支援法人の 
メリット強化 

居住支援の普及 

見守り団体 

居住支援活動の情報発信 

居住支援法人連絡会の取組イメージ図 


